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相談支援従事者現任研修は、相談支援従事者初任者研修（７日間）を修了した翌年度を初年度とする５年度ごとの各年度
末日までに、修了する必要があります。令和元年度に初任者研修を修了した方で、令和７年度から令和11年度までの間、
相談支援専門員として従事するためには、令和２年度から令和６年度までの間に相談支援従事者現任研修を修了する必要
があります。

現 任 研 修 の 受 講 時 期 に つ い て

※相談支援従事者初任者研修の講義部分の受講者であって、サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者として従事する
場合は、相談支援従事者現任研修の修了は必要ありません。


